
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本労働組合 

発責 教育・広報部 

2020年 6月 29日 №226 

 

6 月 9 日に経営側より「休業指示に係る就業規則等の改正について」の提案を受けました。

労働組合として「休業」の意義は認識しつつも、ＪＲ労働者の雇用はもとより、生活基盤や労

働条件の根幹を揺るがす事態に陥ることがないように、しっかりと検証していかなければなり

ません。 

東日本ユニオンは 6 月 29 日、17 項目にわたる申第 33 号「『休業指示に係る就業規則等の改

正について』に関する申し入れ」を経営側に提出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「同じ行路」「同じ拘束時間」にも関わらず、労働時間に違いがあることに疑問をもっ

た組合員の声をもとに、東日本ユニオンは 6 月 18 日、新幹線統括本部に対して「新潟

新幹線運輸区における当務主務の作業ダイヤに関する申し入れ」を提出しました。 

 

＜申し入れ項目＞ 

１．ＪＲ東日本が発足して以降、就業規則に「日単位での休業を命ずる明文規定」がなかっ

た理由を明らかにすること。 

２．休業を判断し実施する場合の要件を明らかにすること。 

３．休業を命ずることがある「業務量の減少」について具体的な考え方を明らかにすること。 

４．休業を命ずることがある「その他経営上の都合」について具体的に明らかにすること。 

５．休業を実施する場合、賃金支給率などの労使協議の開始時期を明らかにすること。 

６．休業を実施する場合、社員への事前通知の時期を明らかにすること。 

７．自宅待機と休業の違いについて明らかにすること。 

８．休業を命じる場合、地域、職種、職制などによる不公平を生じさせないための方策を明

らかにすること。 

９．テレワーク、自宅待機と併用した運用を行うのか明らかにすること。 

10．休業を命じた日における社員に対する指示について、所在地など具体的な取り扱いを明

らかにすること。 

11．休業を命じた日に社員を急遽呼び出すことはあるのか明らかにすること。また、呼び出

しを行うことができる場合の労働時間および賃金の考え方について明らかにすること。 

12．休業を命じた日に臨時、緊急の業務を行うことは可能であるのか明らかにすること。ま

た、労働時間および賃金の考え方について明らかにすること。 

13．変形期間開始後に休業を命じることはあるのか明らかにすること。また、休業指示を取

り消すことはあるのか明らかにすること。その場合における「一旦指定した勤務及び休

日等の取り扱いについて」明らかにすること。 

14．休業を命じた日における傷害事故等の取り扱いについて明らかにすること。 

15．休業を命じた日に忌引等の休暇を申請することは可能であるのか明らかにすること。ま

た、その場合の賃金の取り扱いについて明らかにすること。 

16．休業を命じた日に副業を行うことは可能であるのか明らかにすること。 

17．休職、休暇期間に休業を命じられた場合の取り扱いについて明らかにすること。 


